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香芝市習い事・塾代助成事業の利用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

参画事業者 

①参画事業者リストから

利用したい習い事・塾等

を選択 

④「香芝市習い事・塾代助成券

（以下「助成券」という。）」を

習い事・塾代の一部として使用 

 

③習い事・塾等を

提供 
②参画事業者に

利用申込み 

⑤請求 

香芝市習い事・塾代助成券利用

相当額請求書（第９号様式）に

対象者から受け取った助成券を

添付して香芝市に提出 

香芝市 

※③「習い事・塾等を提供」、④「助成券を使用」

の順序は、参画事業者により異なります。 

 

⑥振り込み 

市は提出書類を審査した後、

参画事業者に利用相当額を振

り込み 
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１ 対象者が参画事業者リストから利用したい習い事・塾等を選択 

参画事業者とは 

香芝市（以下「市」という。）に下記の書類を提出し、登録の認定を受け

た事業者を指します。 

【登録の認定に必要な書類】 

法人 法人の履歴事項全部証明書（写し可） 

（発行後 3か月以内のものに限る） 

習い事・塾等の運営の実態が確認できる書類（※１） 

習い事・塾等の内容及び料金が分かる書類 

法人格を有しない

団体 

団体の規約等及び代表者が確認できる書類 

習い事・塾等の運営の実態が確認できる書類（※１） 

習い事・塾等の内容及び料金が分かる書類 

個人事業主 個人事業の開業・廃業等届出書の写し 

習い事・塾等の運営の実態が確認できる書類（※１） 

習い事・塾等の内容及び料金が分かる書類 

 

※１ 習い事・塾等の運営の実態が確認できる書類とは、年間スケジュール又

は対象生徒の保護者向けに渡している習い事・塾等に関する説明資料等（ル

ールや注意事項等）を指します。 

※２ 参画事業者リスト、参画事業者の登録基準及び登録申請等に関する詳細

は、市ホームページに掲載しています（リストの情報は随時更新されま

す。）。 

市ホームページ URL↓ 

https://www.city.kashiba.lg.jp/site/kosodate/64687.html 

 

市ホームページ QR↓ 

 

https://www.city.kashiba.lg.jp/site/kosodate/64687.html
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２ 助成券について 

助成券は市が発行した紙クーポン券で、参画事業者が提供した習い事・塾

等の料金の支払に使用することができます。 

 

助成券の表面 

 

 

 

 

 

 

 

助成券の裏面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見本 

見本 
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３ 習い事・塾等の提供と対象費用 

⑴ 習い事・塾等の提供 

参画事業者は、学校外において、学習の指導又はスポーツ若しくは文化

芸術に係る活動の指導を対象生徒に提供してください。 

※１ 参画事業者は、対象者から助成券の使用を求められた場合は、原則

として拒否することはできません。ただし、参画事業者が一定の条件

を設けている場合はその限りではありません。 

（例） 

ア 入塾テストの成績や面接により、入会の可否を決定している。 

イ 受講料の支払いが遅延した場合は退会となる。       など 

※２ 参画事業者が助成券を使用する対象生徒に提供する習い事・塾等

は、助成券を使用しない生徒に提供する習い事・塾等と同一の内容と

します。 

※３ 参画事業者が助成券を使用する対象生徒へ提供する習い事・塾等

は、本事業の対象者のみを対象とするものではなく、広く対象者を募

っているものとします。 

※４ 参画事業者が助成券を使用する対象生徒に提供する習い事・塾等に

係る料金は、助成券を使用しない生徒に提供する習い事・塾等に係る

料金と同一の金額設定である必要があり、助成券を使用する対象生徒

に対してのみ手数料等を上乗せすることは認められません。 
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⑵ 本事業が対象とする費用 

支払い欄に「○」印のあるものは助成券での支払を受けることができま

す。判断に迷われたときは、事前に児童福祉課へ御相談ください。 

支払 項目 例 

〇 初期費用 入学金、入塾金、入塾テストなど 

〇 受講料、月謝、参加

費、体験料 

授業料、月謝など 

〇 受験料、試験料等 学習塾の学力テストなど 

× 参画事業者以外で行う

試験等 

全国統一模擬試験、英語検定など 

〇 ①通信費用など インターネットを利用して授業やレッスン

を受けるために、参画事業者に支払う通信

料金など（※） 

× ②通信費用など インターネットを利用する際のプロバイダ

料金、パケット料金など 

〇 ①教材・教具、道具 参画事業者から購入する学習塾等の授業で

使用するテキスト、ピアノのレッスンに使

用する楽譜など（※） 

× ②教材・教具、道具 書店や文房具店で購入する教材、文房具、

スポーツ用品店で購入するシューズ、家電

量販店で購入するタブレット端末など 

 

〇 ①ユニフォーム、制服 ダンス教室等、参画事業者で購入するユニ

フォーム（※） 

× ②ユニフォーム、制服 スポーツ用品店で購入するユニフォーム 

※ 参画事業者が提供する習い事・塾等を受けるため必要不可欠なものに限り

ます。習い事・塾等の利用に付随しないものには、助成券を使用することが

できません。 
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４ 助成券の取扱い及び請求方法 

参画事業者は、次の手続により助成券の使用に係る請求を行うこととしま

す。 

⑴ 請求手続 

ア 参画事業者は、対象者から助成券を受領した場合、対象生徒の氏名及

び住所の記載があることを確認し、保管します。 

イ 参画事業者は、助成券の使用があったときは、助成券の利用相当額に

ついて請求してください。ただし、５００円以下の支払について助成券

の使用があった場合は、実費について請求してください。 

ウ 参画事業者は、助成券の裏面に事業者名を記入又は押印し、１月分を

一括し、原則として、助成券の使用があった日が属する月の翌月の１０

日（１０日が土日祝日の場合はその翌日の平日を提出期限とします。提

出が間に合わない場合は、翌月に繰り越して請求可能です。なお、郵送

の場合も１０日必着です。）までに、香芝市習い事・塾代助成券利用相

当額請求書（第９号様式）（以下「請求書」という。）に、使用された助

成券を添付して、持参又は郵送により児童福祉課に提出してください。

郵送の場合は、配達状況の追跡が可能な「簡易書留」又は「レターパッ

ク」を使用してください。 

エ 市は、ウにより提出された請求書及び助成券を確認し、助成券の使用

が交付決定を受けた生徒本人であることや不正な行為による使用でない

こと等を確認します。上記確認の結果、請求書及び助成券に不備等を発

見した場合、市は当該参画事業者に対する支払を留保することができる

ものとします。 

オ 市は、エにより確認を行った結果、請求額が適正であると認められる

場合は、請求を受けた日から原則３０日以内に参画事業者に対して助成

券の利用相当額を支払います。 

⑵ 年度末に係る請求手続 

習い事・塾等の提供月の属する年度に係る請求手続は、当該年度中に行

わなければなりません。年度を越える請求については、市は支払をするこ

とができませんので注意してください。 
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※ 習い事・塾等の提供月が３月の場合の提出期限は３月３１日とします。

なお、当該日が土日祝日の場合はその翌日の平日を提出期限とします。 

⑶ 請求書に押印する印鑑について 

口座振替登録申出書で登録した印と同じ印を請求書に押印してくださ

い。 

⑷ 助成券受領から支払までの流れ（例）１０月利用分の場合 

習い事・塾等の提供 

（参画事業者→対象者） 

１０月 

参画事業者は、対象生徒に習い事・塾等を提供し

ます。 

 

助成券による支払 

（対象者→参画事業者） 

１０月 

対象者は、習い事・塾等の費用を助成券で支払い

ます。 

 

市へ請求 

（参画事業者→市） 

 

１０月分の請求期間は１１月１０日までで

す。（１０日が土日祝日の場合はその翌日の

平日を提出期限とします。提出が間に合わ

ない場合は、翌月に繰り越して請求可能で

す。なお、郵送の場合も１０日必着です。） 

参画事業者は、その月の事業完了後、請求

書に使用された助成券を添付して持参又は

郵送により児童福祉課に提出してくださ

い。郵送の場合は、追配達状況の追跡が可

能な「簡易書留」又は「レターパック」を

使用してください。 

 

支払い 

（市→参画事業者） 

市は、参画事業者に対して原則３０日以内に請求

金額を支払います。 

※ 香芝市習い事・塾代助成券利用相当額請求書（第９号様式）（エクセルフ

ァイル）は市ホームページからダウンロードすることができます 。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

香芝市子ども家庭部児童福祉課 

所在地：〒639-0251                       

香芝市逢坂一丁目３７４番地１ 

香芝市総合福祉センター内 

電 話：０７４５－７９－７５２２ 

Ｅmail：kosodates@city.kashiba.lg.jp 


